
質問回答表 

                                                                                  № １／２     

 施工年度 令和６年度  事業名 大平山山頂公園遊具整備事業    

 発注課 都市計画課  施工場所    防府市 大字牟礼 地内  回答日   令和６年８月９日 

質   問   事   項 回   答   事   項 

  月 日            質  問  内  容   月 日             回  答  内  容 

 ７月３０日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８月７日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．間伐材の調達について   ８月９日 １．市が別に実施する間伐事業で伐採した大平山間伐材を、受注者が現地で受け取り運搬 

 間伐材の材料（木）は無償支給でしょうか。有料となりますか。  する場合は無償です。 

   間伐事業で伐採された大平山間伐材は、山口県森林組合連合山口事業所で購入でき 

  ます。 

  

２．間伐材の調達について ２．使用される木材の樹種、太さ、長さ、本数等によっては調達不可能な場合があります。

 令和６年度に必要分を調達可能でしょうか。（次年度調達しない形）  

  

  

３．間伐材の仕様について ３．要求水準書記載事項を満たし、安全性、耐久性が確保されていれば問題ありません。 

 節ありの状態であっても、遊具等への利用を可と判断してよろしいでしょうか。  

  

４．工期2027年3月31日とありますが、（例）2025年10月末で全ての工事完了は問題 ４．要求水準書⑪のとおり、各年度毎に遊具を１基以上設置してください。 

ありませんか。  

  

５．実施要項（４）工事内容 エ 工事概要に記載されていない、既設の遊具について ５．提案に伴い発生する既設遊具の解体撤去費用は提案者側の負担とします。また、施工 

 の解体撤去は提案者側の費用負担ですか。また、撤去の必要性の判断は提案者側で  条件書記載のとおり、公園内にある全ての既設遊具について、撤去・更新を可能とします。

 で行うのでしょうか。   新設遊具提案に伴う、既設遊具撤去の判断は提案者側でお願いします。 

 

  
 

６．提案に必要な利用者対象年齢を明確にして頂けますでしょうか。 ６．利用者対象年齢は定めておりません。 

  

  

７．インクルーシブ遊具は必要ですか。 ７．インクルーシブ遊具については要求水準としておりません。 
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 ８月７日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ８月８日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８．要求水準の⑤遊具等の材料は腐食しにくく、耐久性の優れたものを採用すると  ８月９日 ８．適切な措置をした木材は、遊具等の材料として利用できるものと考えております。 

 ありますが木材は耐久性に優れているとお考えでしょうか。  

  

  

９．鋼材、樹脂と木材を組み合わせた遊具の提案も可能でしょうか。また、健康器具 ９．鋼材、樹脂と木材を組み合わせた遊具の提案も可能です。健康遊具の提案も可能です。

 の提案も必要でしょうか。  

  

１０．３－（１）大平山間伐材の利用について １０．山から麓までの運搬費は、間伐事業受託者の費用に含まれておりません。 

 ウ 間伐材の伐採は間伐事業受託者により行うとありますが、山から麓までの運搬  

 費はその間伐事業受託者の費用に含まれていますか。  

  

１１．伐採した原木は無償でしょうか。（市へ原木代のお支払いが発生しますで １１．回答事項１．のとおりです。 

 しょうか）  

  

１２．現場技術者専任等の問題から事業上限額は5000万円とありますが  １２．実施要領に記載のとおり、事業上限額5000万円、工期は契約締結日の翌日から 

 ・各年度ごとの契約となりますか？一括で5000万円の契約となりますか？   2027年3月31日までの契約となります。 

  

１３．大平山間伐材利用について １３．・間伐材は、出荷される状態の原木を現地（大平山）で引渡します。（回答事項１．

 ・間伐材は、どのような状態で どこで引取るのでしょうか？    も参考してください。） 

 ・原木市場に出荷される状態なのでしょうか？ ・原木は市場に出荷される状態となります。 

 ・間伐材のおおよそのサイズ（径、長さ）はどれくらいでしょうか？ ・令和６年度の間伐材については、径20～40cm、長さ4ｍの杉材を想定しております。

 ・原木市場に出荷される状態として、どれくらいの量（ｍ3）があるのでしょうか？ ・令和６年度に市場出荷される量については、約150ｍ3を想定しております。 

 ・全数引取りとなるのでしょうか？    ・提案者が指定して切り出した木材については、全数引取りとなります。 

 ・製材した時に、腐朽・虫食い等が出た場合の対応はどの様にお考えでしょうか？    ・要求水準を満たす木材を使用してください。また、伐採する木材については、 

 ・余った材料の処分方法はどうするのでしょうか？ 歩留まり等を勘案した量を調達してください。 

    ・余った材料は受注者が適切に処分するものとします。 

  

     

 


